
旧
きゅう

東山東
ひがしさんどう

農業協同組合
のうぎょうきょうどうくみあい

事務所
じ む し ょ

 

所在地：和歌山市山東中
さんどうなか

字川南
かわみなみ

54-4   登録基準：（一） 

和歌山市南東部の農業が盛んな山東地区に所在する、農業協同組合の旧事務所である。昭

和 23年(1948)に建設され、昭和 40年(1965)以降は住宅として使用された。その後、令和 3

年に改修され、現在は NPO法人によって地域交流拠点「まんなか」として活用されている。 

旧事務所は二階建、半切妻造
はんきりづまづくり

、瓦葺。外壁は板張で、正面頂部の換気口や二階の二連窓

が特徴的である。内部は当初、一階を事務室、二階を広間や電話交換室、放送室等として使

用した。この建物は農業協同組合事務所として使用されていた当時の様子をよく残してお

り、農村の賑わいを今に伝えている。 

 

堀越癪観音
ほりこししゃくかんのん

庫裏
く り

 

所在地：伊都郡かつらぎ町大字東谷
ひがしたに

字向井
む か い

1360   登録基準：（一）  

堀越癪観音は、大阪府との県境に近い山間部に所在する葛城修験行所
ぎょうしょ

の一つで、日本遺

産「葛城修験」の構成文化財でもある。傾斜地に築かれた敷地に本堂、庫裏、客殿を配する。 

庫裏は平屋建、入母屋造
いりもやづくり

、茅葺で、江戸末期に建設された。内部は西側に広い土間を、東

側に六室を配し、東側と南北二面に縁側を廻らせた農家風の建物である。令和 3年には屋根

葺替や床組修理等が行われ、現在に至るまで良好な状態で使われており、当地の歴史的景観

に寄与している。 

 

旧
きゅう

堀田
ほ っ た

茶舗
ち ゃ ほ

（立石
たていし

茶屋
ち ゃ や

） 店舗
て ん ぽ

、座敷棟
ざしきとう

、土蔵
ど ぞ う

 

所在地：有田郡湯浅町大字湯浅字道町
どうまち

860-2   登録基準：全て（一） 

 熊野街道と深専寺
じん せんじ

参道との四ツ辻の北東角地に位置する、かつての茶商である堀田家の

店舗兼住宅である。堀田家は明治期から肥料商等を営むと共に、大正期には堀田孫三郎が

湯浅町長を務めた。その後、戦後は茶商へ転業した。平成 18年(2006)に湯浅町が建物を

公有化し、現在は改修を経て休憩所として活用されている。 

 店舗は平屋建、切妻造
きりづまづくり

、瓦葺で、江戸末期に建設された。外部は軒を漆喰で塗り込め、

小さな窓を設ける。内部は通り土間と二室からなり、正面には幅の細い土間を設ける。座

敷棟は店舗背面に接続し、二階建、寄棟造
よせむねづくり

、瓦葺で、昭和 9年(1934)に建設された。銅板

張りの外観が特徴的で、内部は各階二室からなり、一階には数寄屋
す き や

風和室、二階には洋室

を設ける。江戸末期に建設された商品蔵である土蔵と併せ、四ツ辻の歴史的景観を形成する。 

 

登録有形文化財（建造物）とは                          

文化財登録制度は、近代を中心とする多様かつ大量の文化財を保護するため、平成 8年の

文化財保護法改正によって導入された。指定文化財とは異なり届出制を基本とする緩やか

な保護制度で、登録により規制に強く縛られることはなく、建造物の様々な活用を行いやす

いことが特徴である。原則として建設後 50 年を経過した建造物のうち、一定の評価※を得

たものが対象となり、全国で既に 13,000件を超える建造物が登録されている。 

※登録基準 （一）国土の歴史的景観に寄与しているもの 

      （二）造形の規範となっているもの 

      （三）再現することが容易でないもの 



令和４年７月 新たに登録が答申された建造物 

 

１．旧東山東農業協同組合事務所 

  南東より見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．堀越癪観音庫裏 

  南東より見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．旧堀田茶舗（立石茶屋） 

  店舗 南西より見る 

 

 

 

 

 

 


